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八重畑振興センター内 

花巻市石鳥谷町猪鼻 7-30-1 

電話／Ｆａｘ ４７－２１１３ 
八重畑コミュニティだより 

※令和６年度決算書、令和７年度予算書につきましては次号に掲載予定です。 

八重畑コミュニティ協議会では令和 6年度総会を４月６日（日）に開催いたしました。石鳥谷総合支所長お

よび市議会議員を来賓に迎え、構成員５５名のうち４８名の出席（委任状を含む）をいただき滞りなく終了す

ることができ、以下の議案が原案のとおり承認されました。誠にありがとうございました。 

議案第１号「令和 6 年度八重畑コミュニティ協議会事業報告並びに収支決算の承認について」 

議案第２号「令和 7 年度八重畑コミュニティ協議会事業計画（案）並びに収支予算（案）の決定について」 

令和４年度八重畑コミュニティ協議会通常総会を開催しました  令和６年度八重畑コミュニティ協議会通常総会を開催しました  

甚大な災害が多かった令和 6年度が終わり、令和７年度が始まりました。まずもって、大船渡の大規模な

山林火災で被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

様々な大きな災害に見舞われる昨今ですが、八重畑地区の皆様は平穏な毎日をお過ごしのことと存じま

す。平素はコミュニティ活動にご理解をいただき、たくさんのご支援ご協力をいただいたことに心から感謝

申し上げます。 

令和７年度の事務局は、昨年急逝した大竹前事務局長の後任として佐藤三千代氏（東中島）を事務局長と

して迎えることになり、事務局３名で諸事にあたることになりましたことをご報告いたします。 

今年度はいつ起きるか分からない大きな災害に備え、防災訓練を重点的に行う予定でおります。 

地区の皆様と共に、住みやすい共同できる地域づくりに努力していきたいと考えておりますので 

今後ますますのご支援ご協力をお願いし、年度初めの挨拶といたします。 

新 年 度 の ご 挨 拶 
八重畑コミュニティ協議会 会長 大竹佐久子 

６月１日（日） 

９時～１3 時頃 
場所：八重畑振興センター 

会費：１，０００円 

持物：エプロン、三角巾 

定員：１０名（定員に達し次第締切） 

申込：4/16 より受付開始(47-2113) 

打って楽しい！ 

食べて楽しい！ 

そば打ち体験に参加して

みませんか？ 

※出来上がったそばはお持

ち帰りいただき、ご自宅でお

楽しみください。 

親子での参加も大歓迎！(小学生以上) 
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10:10~10:25 八重畑振興センター 

10:40~10:50 山屋農業交流センター 

狂犬病予防注射日程 

４月２４日（木） 

 

★

４月１日（火）に八重畑保育園の入園を祝う会、 

４月８日（火）に八重畑小学校の入学式が行われました。 

今年度の園児、児童数は以下のとおりです。 

八重畑学童クラブは新入所児童を迎え、総名４２名となりました！ 

八重畑保育園 41 名  八重畑小学校 76 名 

ひよこ組 2 名 さくら組 4 名  １年生 10 名 ４年生 12 名 

も も 組 4 名 ば ら 組 12 名  ２年生 10 名 ５年生 11 名 

う め 組 9 名 き く 組 10 名  ３年生 17 名 ６年生 16 名 

 

十 日 市 中村  光一 鱒 沢 佐々木  憲 

大 明 神 藤根  清光 東 中 島 佐藤  雄厚 

南 関 口 晴山  文男 猪 鼻 菊 池  信 

西 八 重 畑 小原  政幸 南 滝 田 中 村  覚 

東 八 重 畑 菅原  孝司 北 滝 田 大川原 清博 

五 大 堂 伊 藤  需 山 屋 佐々木 吉美 

呼 石 米澤  友子 開 拓 佐々木 定巳 

 

令 和 7 年 度  自 治 公 民 館 長 の 紹 介 

 

野外焼却・家庭ごみ焼却を禁止する法律と条例について 
 

全国では林野火災が３月から４月にかけて多く発生しています。出火件数

を原因別にみると、たき火によるものが最も多く、次いで火入れ、放火の順

となっており、失火が原因による火災は全体の７割を超えています。 

花巻市では、昨年の３月から５月までの期間中、たき火や枯草焼きなどの

野外焼却が原因となる火災が１５件も発生しました。また、平成９年５月に

発生した林野火災では石鳥谷町から紫波町にかけて 304 ヘクタールが焼失、

約１０億円の損害が生じました。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野外焼却は原則として禁

止されています。また、「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保

全に関する条例」により、庭先や空き地で家庭ごみを焼却することは禁止さ

れています。 

詳しくは花巻市ホームぺージに掲載されていますのでご覧ください。 

【問い合わせ先】花巻北消防署（45－2119） 
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このとき生まれたベビー            たちは 

生後 8 か月になりました    

 


